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講演記録

現場からの報告

神奈川大学法科大学院では,講演会の開催や,授業の中でゲス トをお招 きするなどの形で, さま

ざまな分野で活躍 しておられる方々のお話を聞 く機会を設けています｡その一端 をこのロージャー

ナノレで紹介 してい きます｡

今回は,2006年から2008年にかけておこなった法曹倫理の授業のゲス ト講演か ら3件 をご紹介

します｡なお,実際の講演を大幅に要約 したものになっています｡
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司会 それでは,横浜弁護士会の会長をお招

きしての公開講演会をはじめます｡武井先生,

お願い します｡

武井 皆 さんこんにちは｡横浜弁護士会の会

長をしてお ります武井 と申します｡今 日は大勢

の方にお集まりいただきましてありが とうござ

い ます｡

略歴

私は 1981年に弁護士にな り,この4月か ら

横浜弁護士会の会長になりました｡神奈川県内

に法律事務所 をもつすべての弁護士が加入 して

いるのが横浜弁護士会で,今年の9月に会員数

990人,12月には 1000人を超えると思います｡

また,本会は,神奈川県内のロースクール4校

に教授や講師を派遣 して地域の法科大学院教育

に協力 しています｡私自身も横浜国立大学で去

年まで教えていました｡

弁護士になった時に,私は横浜法律事務所 と

い う事務所に入 りました｡この事務所は,坂本

堤弁護士 とい う,オウム真理教に殺 された弁護

士が所属 していた事務所で,彼は私の6年後輩

にな ります｡弁護士になった時はち ょうど川崎

の公害問題が非常にひどかった頃で,今 日司会

をされている森田教授 と一緒に,川崎の公害裁

判を十何年かや りました｡それから,労働事件

などもやっていました｡今は消費者間題 とかイ

ンターネットの問題 とか,比較的新 しい分野の

問題 を手がけています｡弁護士会の消費者委員

会などもやっていて,消費者間題の著書 も何冊

武 井 共 夫
(弁護士,横浜弁護士会会長)

か出 しています｡

今 日のテーマは,弁護士の活動はどんなもの

か とい うことですね｡そこで,他の人があまり

経験 してない話 をしたい,それがオウム真理教

の話です｡それから,自分で切 り開 くとい うこ

とで,消費者間題についてお話 しして,最後に

これか ら法律家をめざす人にどうい うことを考

えてもらいたいか,お話 させていただきます｡

坂本弁護士事件- 最悪の弁護士業務妨害事件

坂本事件が起 きたのが 1989年ですか ら,そ

の頃か らみるともう20年近 く経ちました｡た

だ私自身は, もう20年近 く前の話であっても,

昨 日の事のように思い出されます｡

1989年 10月31日に,事務所 にオウム真理

教の早川 とい う人 と上祐 とい う人 と青山とい う

弁護士がやってきました｡当時オウム真理教は

麻原彰晃の血 を飲む,血のイニシエーションと

い う儀式を,お布施 をとってやっていたんです

ね｡ ところがいろいろ調べた結果インチキだと

い う証拠 を坂本弁護士がつかんで,10月31日

にオウムの連中を追及 した｡結局話は決裂 して

彼 らは帰 ってい ったんですが,私 も当時の彼 ら

の姿をよく覚えています｡白いサマナ服 とい う

服を着て彼 らはやってきたんです｡その3日後

の深夜,事件が起 きたわけです｡連休明けに坂

本弁護士が事務所に来ないので,これはおか し

いなと,7日に洋光台のアパ ー トに行 きました｡

そうしたら,ち ょうど晩ごほんを食べ終わって

まだ片付けが終 らない,ごほんも保温器の中に
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入 ったままで,一家がいないのです｡これはお

か しい と警察に届けて,捜査が始 まったわけで

すね｡翌朝には,オウム真理教のプルシャとい

うバ ッジが見つかった｡

オウム真理教に対する調査 ･弁護団活動

後か ら警察の実況見分調書を見て,血痕がい

ろいろなところで発見 されて相当な事件があっ

たんだなと分かったのですが,当時はそこまで

は分か りませんで した｡我々は当初からや っぱ

りオウム真理教が怪 しい と考え,捜査を求めた

んですけれど,なかなか証拠 もない とい うこと

で,結果的に 1995年の9月に三人の遺体が発

見 されるまで,捜査が進まない｡それで私達の

方でも警察に任せるだけじゃなくて,オウム真

理教の信者 さんか ら話 を聞いた り,いろいろ調

査に出かけた り,オウム真理教の違法 ･犯罪行

為の告訴 ･告発などもしていたんですね｡

結局,その間にオウム真理教が起 こ した粒

致 ･誘拐事件などの事件を追及 してい くことに

よって,オウム真理教の実体がだんだんわかっ

て きた｡ち ょうど1994年の後半 くらいか ら,

かな りオウム真理教のポロが出てきて,年末か

ら年始にかけてサ リンの痕跡がオウム真理教の

周辺で見つか った とい うようなことか ら,95

年の 1月には松本サ リン事件はオウムの仕業 じ

ゃないか と言われ始めた｡3月にい よい よ捜索

とい う直前に地下鉄サ リン事件が起 きたで しょ｡

や っと3月の20何 日だったかな,捜査が始 ま

って一挙に全貌が明らかになってきたわけです

ね｡

私達は非常に危険な思いをしまして,滝本太

郎 とい う仲間の弁護士がいるのですが,彼は4

回もサ リンを撒かれています｡ほかにもいろい

ろなことをされているんですね｡実はオウムは,

ポア リス トとい うリス トを作 っていたらしいの

ですが,弁護士 も何人かそれに載 っていて,私

は二番 目だったらしいんです｡ ところが一番目

の滝本 さんは4回失敗 したもんだから,私のと

ころまで回ってこなかったんですね｡それが分

か って,1995年の3月か ら9月まで私の自宅

の前に警察の車がずっと停 まって自宅警備 をし

ていました｡私 も県警の刑事部長に呼ばれて,

｢ご自宅 とご家族はお守 りしますか ら,ご自分

は自分で何 とか して下 さい｣ と言われました｡

当時, うちの子はたぶんまだ小学校に入 らない

くらいだった と思 うんですけど,近 くの公園に

も遊びに行 くこともなかなかできない状態でね,

苦労 させた と思いますが,そ うい う思いをしな

がら頑張 ってきた｡

私達は仕事上,嫌がらせを受けることがあり

ます｡嫌がらせ とい っても頼んでない ピザが大

量に届 くとか,あるいは消防車がやって くると

か,寿司がや って くるとか,そうい うことが多

いんですけど,時には脅迫 もある｡場合によっ

ては暴力を受けることもある｡ただおそらく一

家三人殺 された とい うのは他にない と思い ます

ね.それは極端な例だ と思いますけれども,私

達弁護士は,やっぱ り弁護士の使命 もあると思

いますから,基本的人権の擁護 と社会正義の実

現,それを貫こうとした場合,必ずあつれきは

ある｡

例 えばサラ金問題があります｡今は貸金業法

がかなり強 くなって貸金業者相手に闘 うのは全

然 どうってことない,簡単にで きますけど,普

はそうい う貸金業法す らなかった｡テレビなん

かで,貸金業者が借 りている人を脅か して取 り

立てた り,強制的に働かせた りとい うのがあ り

ますね｡昔はそれが当た り前だったんです｡私

も事務所で貸金業者に突 き飛ばされた とい うか,

突 き飛ばされそうになったことがあります｡だ

から弁護士が,自分の信 じた道を貫 く,あるい

は正義を貫 くとい うのは,それだけ大変なこと

でもあるとい うことを理解 していただければと

思います｡

オウム問題の話に戻 りますが,私達 もテレビ

等でオウム真理教の実態を訴え,警察に徹底捜

査をさせるように働 きかけました｡それから,

オウムを破産 させた り,あるいは裁判 を起 こし

た りして,地下鉄サ リン事件 ･リンチ殺人事件
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等の被害者の救済 ･救援にあたったんですね｡

ただなかなかオウム真理教自体は,賠償能力が

ないので苦労 しました｡最終的には,｢オウム

真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の

支給に関する法律｣が成立 しました｡私達弁護

士 としては, まず被害者を励 まして被害者に団

結 してもらって一緒に救済を求めるとい うこと,

その相手はまずはオウム真理教であり,それか

ら国や地方公共団体にも協力 してもらう,更に

は最終的には国の立法にも関わってい きました｡

弁護士は当然司法の一翼を担 っているわけで

すから裁判所 とい うイメージがどうしても強い

か もしれないけど,最近は日弁連でも立法に力

を入れている｡つまりなかなか司法だけでは解

決できない問題を,今度は立法で解決する,あ

るいは行政に働 きかけることに力を入れてい ま

す｡例 えば,任期付公務員とい う制度 もできて

いて,弁護士のままで任期を限って公務員にな

るとい う制度 もあります｡それから,最近の話

では,消費者庁 を作 るとい う閣議決定が6月

27日にされて,その法案準備のために弁護士

が欲 しい とい うことで,その募集が弁護士会に

きた｡弁護士 として司法の場で活躍するのはも

ちろん当然ですけど,同時に行政の場や,ある

いは立法の場で活躍する人 もいる｡ちなみに,

弁護士で 日弁連の消費者問題対策委員会の委員

などをやっていて,それがきっかけで金融庁に

公務員として入 って,そこで貸金業法の改正に

力を入れて,政治家に転身 して今参議院議員に

なっているとい う人 もいますね｡また専門家 と

の連携 も必要です｡例えば,カウンセ リングの

専門家 と協力 してやってい く｡宗教の問題では,

キリス ト教の牧師 さんや神父 さんの協力を得る

こともあ りました｡

被告人の立場をどう考えるべきか

それから,加害者弁護の問題があります｡オ

ウム真理教の場合は刑事事件でもありますね｡

私自身,一回だけですけれども,オウムと縁 を

切 りたいので,オウムに詳 しい弁護士 さんに頼
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みたい と,信者 さんがたまたまテレビで見た私

に依頼 してきたことがあります｡通常私達は被

害者側ですか ら,加害者の弁護 をするのはどう

か と,若干悩みました｡けれども, よく考えて

みると, もともと私たちは親御 さんに頼 まれて

子供をオウムか ら救出するとい うことをや って

いたんです｡ ところが救出できなかった人たち,

たまたま救出の対象にならなかった人が,麻原

の指示のもとで犯罪を犯す｡そ うい う意味では,

彼 ら自身 も被害者の一人です｡たまたま犯罪を

犯 さなかった人 と,お前やれ と言われたからや

った人 と,その違いであって,そうい う意味で

はやっぱ り弁護 をしてもいいん じゃないか｡た

だ同時に,やったことはきちん と理解すべ きで

す｡彼 らは当時,いわゆるマインドコントロー

ルをされていたわけですが,マインドコントロ

ール下にあった としても,通常の規範意識が皆

無になっているわけではない し,真にマインド

コントロールか ら脱却 して社会復帰するために

ち, どうして も自分の責任 と被害の重大性をき

ちん と認識 し,それを法的に償 うことが不可欠

だと私は考えています｡

消費者問題への視点

現在の活動の中心は,消費者間題です｡私は

当初公害事件などをやろうと思 っていたので,

まさか消費者間題 を手がけるとは予想 していま

せんで した｡ただ時代が求めた とい うか,ち ょ

うど当時インチキな事件が続いて,そ うい うこ

とか ら消費者間題 をや ってい ます｡ 消費者間

題についてち ょっとお話すると,例えば公害 と

い うのは自分に何の責任 もない場合が多いです

ね｡ しか し消費者間題 とい うのは,要するに自

分が儲けたい と思 ってお金を縞 し取 られちゃ う

とい うことが多い｡ うまい話に乗 ったほ うも悪

い とい う方 もおられる｡私はそれを全面的に否

定するつもりはありません｡ただ,人間の心の

弱 きは誰でも持 っています.それに付け込んで

持ちかけた り,編 した りとい うことがおきてい

ます｡ですから,いまは ｢不招請勧誘の禁止｣,
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そもそも自分から望まない人に対 して商売に乗

りませんか とい う話をしてはいけないことにな

ってきています｡

消費者間題にはいろいろな問題があります｡

中には被害者が何百人,あるいは何千人 とい う

ケースもあります｡そうい う事件が起 きた時に

は,かな り集中的にやらなきゃいけない｡ もち

ろん,一人 じゃな くてだいたい神奈川では十数

人から数十人の弁護団を組みます｡

弁護士としてのよろこび

消費者事件 をやってどれ くらいの収入を得 ら

れるか とい うことも少 しお話 します｡正直に言

って,消費者事件 とい うのは中には得 られる収

入が少ない ものもあります｡ もちろん大 きな事

件が解決すればそれなりの収入が得 られると思

いますが｡

ただ,弁護士 としての責任を果た して,例え

ば私の場合で したら消費者間題 を通 じて,依頼

者から信頼 を受けることは,弁護士 としての大

きなや りがいです｡これは消費者問題に限らず

どんな問題でもそうですが, どうしても頑張 っ

たけど力及ばず裁判に負けてしまった時によく

やって くれました と言われれば,残念だけど,

依頼者が理解 して くれるのはうれ しいことです｡

依頼者から干 し芋を送 ってもらった りもします｡

手彫 りの仏像 をもらったこともあります｡気持

ちが うれ しいですね｡お礼だと言 って魚 とか野

菜 とかを持 って くる依頼者 も結構いるみたいで

すね｡それは消費者間題に限らず どんな問題で

ち,苦労が被害救済に結びつき,被害者に感謝

された ときの喜びは,何 ものにも代え難い もの

があると思います｡

さまざまな工夫を

今,過払金の返還請求が盛んですね｡これも

元々は大変な苦労をして,私も含めて先人が大

変な苦労をして切 り開いてきたものです｡

消費者問題なんかをやっていると,非常にい

ろんな問題が出て きます｡例 えば金融商品,

ITの訴訟問題 もある｡インターネッ トや携帯

電話 を通 じていろんな問題が起 きている｡そう

い う新たな問題があります｡新 しい問題に取 り

組むためのマニュアルがあれば,それは楽なん

ですけど,マニュアルなんかない｡だから自分

たちで考えながらやっていかなきゃいけない｡

そこで一番重要なのは,仲間同士のネットワー

クです｡弁護団を結成 して共同で受任 し,知恵

と力を出し合 って,調査研究 を深めながら事件

を担当する場合 も多い し,全国的に情報交換を

するネットワークづ くりも不可欠です｡業界の

実情や,法令や,業界の自主規制を調査するた

めに ヒアリングをした り,文献を収集 した りす

るために, 日本だけではな くて,私 もロンドン

とかルクセンブルクとかベルギーとかいろいろ

な所へ行 きました｡

個人的な勉強 も欠かすことはできません｡専

門家にいろいろ話を聞いた り,図書館に行 った

りもします｡医学部にもお世話にな ります.医

療過誤なんかやるとね,特定の科の問題に関 し

て最先端のことを勉強 して,例えば法廷でお医

者 さん とや り合 うわけですね｡

消費者間題に戻 りますけれども,私はファイ

ナンシャルプランナーや宅建の資格 も取 りまし

たね｡人によってはマンション管理士をとった

りする人 もいるようです｡資格を取るような勉

強 をすることによって,その分野の基礎的な知

識 を学ぶことができます｡学者 と連携 をもっこ

とも大切です｡やっぱ りなかなか今までの判例

や理論では解決できない事件はい くらでもある

んですね｡ですから,いろんな大学の先生に教

えを乞 う｡教えを乞 うだけ じゃな くて一緒に考

える｡学者の先生はいろんなところに論文を出

していますので,その論文を裁判に出すなど,

学者 との連携は非常に必要だ と思います｡

消費者間題は我々が切 り開いてきたから,全

く前人未到の分野 じゃないんです｡ただ,さら

に実効性ある消費者保護を進めてい くためには,

省庁の中に弁護士が入 ってい くことも必要です

し,外からも弁護士がバ ックアップすることが
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必要です｡ぜひ消費者法にも興味を持 って勉強

していただ くと,これはプラスになることはあ

ってもマイナスになることはない とお約束 しま

す｡これからロースクールを出られた若い法律

家の皆 さんが消費者間題に興味を持 っていただ

くことを期待 したい と思います｡同時に,やっ

ぱ り自分で切 り開いてい くとい うことが非常に

重要だろうと思います｡

これからの弁護士に求められるもの

今,弁護士は過渡期です｡これから法曹人口

がどんどん増えてい くことは間違いありません｡

横浜弁護士会の会員も,私が弁護士になる直前

は300人台で したが,もうす ぐ千人を超えます｡

それ くらい増えています｡なかなか就職がたい

へんだ とい うこともありますo実をい うと,会

長 として頭が痛い問題の一つが就職問題です｡

昔ほど簡単に就職できる時代ではない｡私達の

頃は,自慢するわけじゃないけど,私一人に対

して多分十を超 える事務所からうちにきて くれ

とい うオファーがあった と思 うんですね｡今は

なかなかそうい う時代ではない｡実をい うとね,

弁護士には,昔は就職 とい う概念はなかったん

ですね｡今は会社に就職するように当た り前の

ような感 じで,就職 とい う言葉を使 っています

けど,昔はイソ弁 と言ってい ました｡イソ弁 と

は要するに居候弁護士ですね｡居候弁護士だけ

ど,給料 も一応出る｡ただそれは就職 とは言わ

ないですね｡今は法律事務所に勤めて給料 を貰

うのが当た り前 とい う感 じになっているところ

がある｡それはそれでいいんですけれども,本

当に事務所に勤めて給料を貰えさえすればいい

のか,ぜひ皆 さんにはそうじゃない と理解 して

いただきたいんですね｡

まず,基本的人権の擁護 と社会正義の実現,

これを根本に考えてはしいのですが,例 えば,

生活保護 を受けている人が生活保護 を打切 られ

て死ん じゃうとか,格差社会が進行 している中

で新たな人権侵害が起 っている｡ネット社会の

進展に伴 って人権侵害 も広がってい くとい う面

33

もあります｡弁護士や弁護士会 も新たな問題に

どんどん対応 してい く必要がある｡そのために

常に最新の状況,権利がどうなっているか とい

う状況について気を配る,或いは法理論や弁護

士 としての技量 を高める｡これが必要 とな りま

す｡ですからもちろん皆さんい ま一生懸命勉強

しているで しょうが,それだけで満足 しちゃい

かん.弁護士をやっている以上は一生勉強だ と,

そ う思 っています｡

同時に,個々の事件の救済,解決にとどまる

のではな くて,弁護士 も政策形成あるいは立法

とい うことにも関与 してい く｡たまたま私が関

わってきたのは公害,環境 とか消費者問題,犯

罪被害者問題ですが,ほかにもた くさん問題が

あります｡弁護士の関与 とい っても,い きな り

立法 とかい きな り行政 とい うのではな くて,最

初は相談を受けて,これ何 とかならんか とい う

ことで,訴訟 とか紛争解決 とか,そこから始 ま

って行政 ･立法にもだんだんかかわる必要があ

ると思います｡

それから,弁護士はいま,非常に多様な分野

で,多様な形態で求められてい ます｡今 までみ

たいに単に依頼があって訴訟するとい うような,

これは日本だけの伝統的な弁護士道だ と思 うん

ですけど,それは変わってきています｡いろい

ろな分野の可能性があります｡例えば,企業内

弁護士,環境保護団体 とか消費者団体,それか

ら公益的事務所,弁護士過疎の地方でも公設事

務所などいろいろな可能性があります｡ただい

ろんな可能性があるとい うのは,逆にい うと努

力 しない と,弁護士になってもなかなか成功 し

ない とい うこともありえる｡弁護士の中には,

弁護士になったのに食えない, とい う人 もかな

りいるんですけどね｡それは本末転倒で,やっ

ぱ りなった以上は,努力 して切 り開いていかな

い と｡それから,弁護士会 としては,そ うい う

弁護士 も含めてバ ックアップしてい くとい うこ

とが,今の大 きな課題です｡
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学生 オウム真理教に対する弁護活動の中で,

テレビなどでた くさん出られた とい うことで し

たが,マスコミとの関係で自分たちが意図する

方向とは違 う報道をされたなどの体験があれば

教えていただけないで しょうか｡

武井 坂本弁護士事件の真相究明な り解決は,

なかなか思 った通 りにいかない とい うことがあ

りましたね｡オウムの時は圧倒的に,オウム真

理教があまりにひどすぎたから,報道 してもら

えない とい うことはなかった｡ただ,テレビは

どうしても視聴率をとりたいか ら,結構難 しい

問題なんですね｡例えば私はテレビに一番多い

時で週に十何回も出ていましたけど,そのころ

一番困ったのは,テレビ局の入 ってい うのはど

うしても視聴率をとりたいから,それを期待 さ

れるんですね｡見ているとわかるんです よ｡朝

行 くと垂れ幕みたいなのがあって,それに何 と

か とい う番組は今 日は視聴率何パーセントとか,

全部出ているわけです よ｡そうすると, どうし

てもそれに少 し応 えない と悪いかなとい う気に

なって くるんですね｡逆に言 うと, どうしても

視聴率をとりたいテレビ局の意図に,わざとで

はな くて自然に協力 した くなっちゃう面がある

んですね｡ある時から私は基本的に出ない よう

にしたんですけど｡ どんな報道でもそうですが,

自分自身を律 しなきゃいけませんね｡難 しいで

す,テレビとの付 き合い方は｡

学生 先生は,法曹人 口の増加に伴い,これ

からの弁護士 と弁護士会には多様な役割が求め

られるとおっしゃっていましたが,この間題は

ロースクールが始 まる前からわかっていた問題

だと思います｡具体的に,弁護士会がどのよう

にバ ックアップしてい くのか,ぜ払お聞かせい

ただきたい｡

武井 これが一番の難問です｡正直に言 って,

実際に企業からどれ くらい求人があるか とい う

と,少なくともそんなに目立つほどじゃない｡

東京の弁護士会がや っている求人の説明会に

20い くつ とか 30い くつ とかそれ くらいの会社

から応募があるくらいですね｡なかなかまだ社

会が追いついてない とい うか,あるいは弁護士

会が追いついてない とい うか,やっぱ りかな り

社会の構造が変わっていかない と,消費者団体

とかそうい うところも含めて弁護士が入 ってい

くとい うふ うにはならないんだろうなと思いま

す｡就職については横浜弁護士会では,会長直

轄のプロジェクトチームを作 って,そこで議論

しています｡

それからさきほど, どこかに就職 してそこに

勤めてそれでいいや とい う姿勢 じゃな くで,自

分で切 り開いてい くとい う姿勢を持 って欲 しい

とい う話をしました｡そうい う姿勢があれば,

弁護士会はバ ックアップできると思 うんですね｡

新 しいことをはじめるとき,例えば公設事務所

を作 るためには人がいるわけです｡あるいはロ

ースクールも,神奈川大学に教授 として弁護士

が行 く,行 くのは一人だけど,その背後には弁

護士会のバ ックアップチームがあります｡ ロー

スクールだけじゃなくて,新 しい ところに人が

要る時にはバ ックアップチームは作れると思 う

んですね｡む しろむ しろそ うい う方がいいん じ

ゃないか とい う気が しているんですけどね

司会 自治体 との接触 もいろいろとしてい ま

すよね｡

武井 実を言 うと,私 も中田横浜市長 と会 っ

た り,県知事 とも話 をした りしてい ます｡来週

も県知事 と会 う約束をしていまして,県の消費

者行政に弁護士会 も協力するからやろうじゃな

いか とい う話 をする予定です｡今,過渡期 とい

うか,これからで しょうね｡

司会 よろしいで しょうか｡それでは時間が

まい りましたので,本 日の講演会は終了したい

と思います｡武井先生,あ りが とうございまし

た｡

(2008年 7月5日)
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